
ごみを出すときは、名字・名前を忘れずに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０ １ ５ 年 １ １ 月 ３ ０ 日  ４ １ ３ 号 

１ 月 ４ 日 （ 月 ） は 
町 ・ 県 民 税 ４ 期 分 、 国 民 健 康 
保 険 税 ６ 期 分 の 納 期 限 で す 。 

新 

年 

を 

祝 

う 

会 

新 

を 

参 

加 

者 

募 

集 
 

《
総
務
課
》 

 

平
成
二
十
八
年
の
『
新
年
を
祝
う
会
』
を
次
の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま
す
。 

皆
さ
ん
の
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
近
所
の
方 

や
お
友
達
と
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

●
開
催
日
時 

 
 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
六
日
（
水
） 

開
催
日
時 

 

午
後
二
時
～ 

 

●
開
催
場
所 

 
 
 

鶴
田
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

●
開
催
場
所 

 
 

「
鶴
遊
館
」 

 

●
参
加
料 

 
 
 
 

二
千
円 

 

●
申
込
締
切
日 

 
 

十
二
月
十
日
（
木
） 

 

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

会
費
を
添
え
て
総
務
課
ま
ち
づ
く
り
班
（
内
線
２
６
１
）
ま
で
お
申
し
込 

み
く
だ
さ
い
。 

－ 1２月２０日（日）は“スチューベンスイーツコンテスト”が開催されます！ － 



指

名

競

争

入

札 

参

加

資

格

審

査 

申
請
書(
指
名
参
加 

願
い)

の
受
付 

 

《
総
務
課
》 

平
成
二
十
八
・
二
十
九
年
度
指
名
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受

付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。 

●
受
付
期
間 

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
（
月
） 

～
二
月
二
十
九
日
（
月
） 

（
土
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
祭
日
を 

除
く
） 

●
様
式 

〈
建
設
工
事
・
建
設
関
連
業
務
〉 

中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用
連

絡
協
議
会
（
中
央
公
契
連
）
統
一 

様
式 

〈
物
品
〉 

町
独
自
様
式 

※
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
総
務
課
人

事
行
政
班
で
交
付
し
て
い
る
要
綱

ま
た
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。 

(
h
t
tp
:
//
w
ww
.
to
w
n.

t
su
r
ut
a.

a
o

m
o
r
i.
j
p/
 
) 

●
有
効
期
間 

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
～ 

平
成
三
十
年
四
月
三
十
日 

●
問
い
合
わ
せ
先 

総
務
課 

人
事
行
政
班 

（
内
線
２
７
３
） 

 

就

学

援

助

費

支

給

制

度

を

ご

存

じ

で

す

か 
 

《
教
育
委
員
会
》 

 

鶴
田
町
に
住
所
を
有
し
、
鶴
田
町
立

の
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
お
子
さ
ん

の
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済
的
な
理
由

（
生
活
保
護
受
給
世
帯
程
度
に
困
窮
）

に
よ
り
教
育
費
の
負
担
が
困
難
な
ご

家
庭
の
た
め
に
、
学
用
品
費
等
の
一
部

を
援
助
す
る
「
就
学
援
助
費
支
給
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
学

校
よ
り
配
布
さ
れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

●
援
助
項
目 

 

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅
行
費

等 

●
申
込
方
法 

現
在
の
在
籍
校
（
新
小
学
一
年
生
は

入
学
予
定
校
）
へ
、
十
二
月
十
一
日

(

金)

ま
で
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
所
得
額
等
に
よ
り
、
該
当
に

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

（
内
線
２
１
４
） 

        

「
第
六
十
七
回
人
権 

週
間
」
に
つ
い
て 

 

《
町
民
生
活
課
》 

 

十
二
月
四
日
（
金
）
～
十
日
（
木
）

ま
で
は
「
第
六
十
七
回
人
権
週
間
」 

で
す
。 

 

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
日
第
三

回
総
会
に
お
い
て
、
世
界
人
権
宣
言
が

採
択
さ
れ
て
以
来
、
国
連
で
は
こ
れ
を

記
念
し
て
、
毎
年
十
二
月
十
日
を
「
人

権
デ
ー
」
と
定
め
、
加
盟
国
に
対
し
人

権
擁
護
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の
各

種
行
事
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
し
て

い
ま
す
。 

 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
法
務
省
と
全

国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
が
、
関
係
機

関
等
の
協
力
を
得
て
十
二
月
十
日
の

「
人
権
デ
ー
」
を
最
終
日
と
す
る
一
週

間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、
世
界
人

権
宣
言
の
意
義
を
訴
え
る
と
と
も
に

人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た
め

の
相
談
所
の
開
設
、
街
頭
啓
発
な
ど
各

種
行
事
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。 

 

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
り
ま

す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。 

●
電
話
番
号 

 

み
ん
な
の
人
権
一
一
〇
番 

０
５
７
０
―
１
１
３
―
１
１
０ 

            

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

（
内
線
１
５
２
） 

 

求
職
者
支
援
訓
練

講
座
の
開
催
に
つ
い
て 

 

《
ラ
ソ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室
》 

 

医
療
機
関
や
薬
局
に
お
け
る
受
付
、

診
療
報
酬
請
求
、
会
計
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
事
務
処
理
を
迅
速
に
行
う
た

め
の
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
、
パ
ソ

コ
ン
ス
キ
ル
を
活
か
し
た
医
療
事
務

員
、
調
剤
薬
局
事
務
員
の
職
務
に
就
く

た
め
の
訓
練
講
座
を
開
催
し
ま
す
。 

●
訓
練
番
号 

 

４
―
２
７
―
０
２
―
０
２
―
０
４

―
０
１
０
２ 

●
訓
練
期
間 

平
成
二
十
八
年
一
月
七
日(

木)

～ 

平
成
二
十
八
年
七
月
六
日(

水)
 

●
訓
練
場
所 

 

ラ
ソ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室 

（
五
所
川
原
市
姥
萢
字
船
橋
二
三
八

―
三
） 

●
定
員 

 

十
人 

※
応
募
者
が
半
数
に
満
た
な
い
場
合

は
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

●
受
講
料 

 

無
料 

※
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
一
万
二
三
八

八
円
（
税
込
）
お
よ
び
資
格
試
験
を

受
講
す
る
場
合
の
受
験
料
は
自
己

負
担
で
す
。 

●
申
し
込
み 

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
職
業
訓
練
窓
口

へ
ご
相
談
の
上
、
十
二
月
七
日
（
月
）

ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

●
職
業
訓
練
受
講
給
付
金 

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
が
利
用

で
き
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

ラ
ソ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室 

☎
０
１
７
３
―
２
６
―
６
８
６
１ 

◆
特
別
人
権
相
談
所
開
設
の 

お
知
ら
せ
◆ 

◇
日
時 

十
二
月
七
日
（
月
） 

午
前
十
時
～
午
後
三
時 

◇
場
所 

 
 

鶴
田
町
役
場 

国
際
交
流
会
館 

 
 

一
〇
二
会
議
室 

◇
相
談
担
当
者 

人
権
擁
護
員
（
法
務
局
職
員
） 



【申請場所および問い合わせ先】 
町民生活課 福祉支援班 ③番窓口 （内線１６１） 

冬
期
間
の
油
流
出

事

故

に

ご

注

意

く
だ
さ
い 

 

《
青
森
河
川
国
道
事
務
所
》 

 

例
年
冬
期
に
な
る
と
、
家
庭
や
事
業

所
か
ら
灯
油
等
が
流
れ
出
す
油
流
出

事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
原
因
は
、

ホ
ー
ム
タ
ン
ク
の
バ
ル
ブ
や
配
管
の

劣
化
、
除
雪
時
の
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
の
配

管
の
破
損
、
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
小
分

け
時
に
目
を
離
す
等
、
不
注
意
に
よ
る

流
出
が
大
半
で
す
。 

 

油
流
出
事
故
が
発
生
す
る
と
、
側
溝

や
水
路
を
通
じ
河
川
に
流
れ
出
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
河
川
は
、
水
道
用
水

な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
下

流
域
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
川
の
生

き
物
に
も
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。
ま

た
、
事
故
の
処
理
に
か
か
っ
た
費
用

は
、
原
因
者
の
方
に
負
担
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

各
家
庭
や
事
業
所
で
は
、
「
油
類
を

取
り
扱
う
責
任
者
」
で
あ
る
と
い
う
意

識
を
持
ち
、
タ
ン
ク
の
劣
化
状
況
点
検

や
補
修
を
行
い
、
除
雪
作
業
時
の
破
損

事
故
に
も
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

 

な
お
、
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
や
発

見
し
た
場
合
は
、
町
役
場
、
消
防
署
、

警
察
署
等
へ
速
や
か
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

青
森
河
川
国
道
事
務
所 

河
川
占

用
調
整
課 

☎
０
１
７
―
７
３
４
―
４
５
９
０ 

 

国
勢
調
査
へ
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た 

 

《
総
務
課
》 

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
、
日

本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
お
よ

び
世
帯
を
対
象
に
国
勢
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
国
勢
調
査
の
結
果
は
、
福

祉
政
策
、
生
活
環
境
整
備
、
防
災
対
策

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
施
策
の
基
礎

資
料
や
、
教
育
・
経
済
・
研
究
な
ど
の

分
野
に
利
用
さ
れ
、
私
た
ち
の
暮
ら
し

の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。 

国
勢
調
査
に
ご
回
答
い
た
だ
い
た

町
民
の
皆
さ
ま
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た

施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
、
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

       

皆
さ
ま
か
ら
の
調
査
票
お
よ
び
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
は
、
厳
重
な
管
理

の
も
と
で
国
に
お
い
て
集
計
さ
れ
、
平

成
二
十
八
年
二
月
頃
、
人
口
・
世
帯
数

の
速
報
値
が
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

総
務
課 

ま
ち
づ
く
り
班 

（
内
線
２
６
４
） 

 

新
・
増
築
家
屋
の

申
告
の
お
願
い 

 

《
税
務
会
計
課
》 

 

固
定
資
産
税
は
毎
年
一
月
一
日
が

基
準
日
で
す
。
平
成
二
十
七
年
中
に
家

屋
を
新
築
、
増
築
ま
た
は
取
り
壊
し
な

ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、
皆
さ
ん
か
ら
申

告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
法
律
で
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
ま
た
、
職
員
も
町
内
を
巡
回
し
調
査

漏
れ
の
な
い
よ
う
に
努
め
て
お
り
ま

す
が
、
ま
だ
調
査
さ
れ
て
い
な
い
場
合

な
ど
、
特
に
取
り
壊
し
て
か
ら
家
屋
な

ど
を
建
て
て
い
な
い
場
合
は
ご
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
滅
失
登
記
を
し
た
場
合
や
家

屋
調
査
時
に
申
告
し
た
方
は
、
そ
の
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

税
務
会
計
課 

税
務
相
談
班 

（
内
線
１
２
１
・
１
２
２
・
１
２
５
）                         

（公社）青森県栄養士会五所川原地区 

青森県栄養士会では、健康維持・増進のために県民の「食」と「栄養」を応援して

います。そこで今回は、新たな減塩食である「乳和食」を作ることをとおして、減塩

を体感できる親子料理教室を行います。親子一緒に減塩の大切さを学びませんか。 

 

日 時：１２月２０日（日） 午前１０時 ～ 午後１時 

場 所：鶴田町公民館（鶴田字沖津１８９番地１） 

テーマ：親子で減塩！乳和食を作ってみよう 

献 立：サバのミルクみそ煮・かぼちゃのミルクそぼろ煮・ミルク豚汁 

参加費：親子１組 ３００円 （先着１５組） 

親子料理教室のお知らせ 
 

【申込・問い合わせ先】 

電話：090-6689-1445（齋藤） E-mail：hotorite88_natsu@yahoo.co.jp 



              

健康保険課 健康長寿班 

                      連絡先（内線 132･133･135） 

【～TUNAGU～ 料理を通して地域・世代をつなぐ】 

 地域ぐるみで一体となって、お互いの健康を気遣いながら生活していく、よりよい関係をつくっていきましょう。 

・日  時：12 月 13 日（日） 

・時  間：午前９時～午後１時 

 ・参 加 費：300 円（当日集めます） 

 ・場  所：鶴遊館 調理室 

 ・申  込：健康保険課 健康長寿班 栄養士(内線 135) 

・申込締切：12 月 10 日（木） 
 

【個別特定健診を受けましょう】 ＊集団健診は 11 月 30 日で終了します。 

 ・対象：①国保 40～74 歳の方      

     ②後期高齢者医療の方      町の集団健診や人間ドックで、まだ特定健診を受けていない方が 

     ③40 歳以上の生活保護世帯の方 対象です。健診料は無料です。 

     ④30～39 歳の方        

 ・内容：血圧測定、血液検査(血糖・脂質・肝機能・貧血・尿酸)、尿検査、心電図、診察 

 ・場所：鶴田診療所（平成 28 年２月末まで） 

 ・申込：健康保険課 健康長寿班 ⑥窓口  電話申込可：22-2111(内線 132･133) 

   申し込んだ方には、後日役場から受診票をお送りします。鶴田診療所への予約は不要です。 
 

【冬こそ運動を！ 健康運動教室】             【「傾聴サロン」第１・３月曜日に開いています】 

・開催日：12 月４日(金)、７日(月)、10 日(木)、    悩みがあるとき、気持ちが沈んでいるとき、誰かに 

 14 日(月)、17 日(木)、21 日(月)         話を聞いてもらいたいときなどありませんか？ 

・場 所：鶴遊館(申込み不要です)             鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つる 

・時 間：午前 10 時～11 時           りんの会」が、あなたのお話をゆっくりと聴きます。 

＊運動できる服装でおいで              お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越し 

 ください。                   ください。 

 お茶、お水、タオルなどを            ・日時：12 月７日、21 日（月） 午後１時～３時 

お持ちください。                ・場所：鶴遊館 栄養指導室 
 

【乳幼児を持つママのための調理教室】 

今回は、食生活改善推進協議会「みつば会」と一緒に行います。メニューはお楽しみ！ 

・日  時：12 月 10 日（木）午前９時 30 分～12 時 30 分 

・場  所：鶴遊館 栄養指導室集合  ・参 加 費：200 円（当日集めます） 

・持 ち 物：三角巾、エプロン、手ふきタオル、おんぶひも 

・申込締切：12 月７日（月）先着 20 名まで  健康長寿班 保健師・栄養士までご連絡ください。 

＊保育室あります。希望される方は、お子さんのお名前と年齢をお知らせください。 

＊次回のリフレッシュタイムの日程が変更となりました。１月６日(水)→１月８日(金)ご注意ください。 
 

【65 歳以上の方のインフルエンザ予防接種について】 

町外の医療機関で実施期間内（10 月 13 日～12 月 25 日）に接種した場合は、一度接種費 

用を全額ご負担いただき、後日領収書と接種を受けた本人の通帳、印鑑を役場にご持参ください。 

平成２７年 

町の保健だより 

〈メニュー〉食生活改善推進協議会と一緒に！ 

 ・豆乳カルボナーラ 

 ・柔らかむね肉と野菜のレモンあん 

 ・簡単！お楽しみケーキ 


